
沿革

・昭和 55年 1月    名 古屋市基本計画策定 「障害者福祉センター (総合リハビリテーションセン

ター)を建設し、相談事業、治療、機能回復訓練、職業訓練など、総納的な

機能回復訓練を実施し、社会復帰を促進する。」
・昭和 57年 3月     名 古屋市国際障害者年長期計画提言 「障害者に対する総合的で一買性のある

リハビリテーションの芝、要性及びその中心となるリハビリテーションセン

ターの設置が必要である。」
・昭和 57年 8月     名 古屋市身体障害者総合リハビリテーションセンター建設検討委員会設置

(会長、助役、委員 16人)

・昭和 58年 H月     名 古屋市身体障害者総合リハビリテーションセンター基本構想策定
・昭和 60年 2月     名 古屋市身体障害者総台リハビリテーションセンター建設委員会設置

(委員長 永 井肇 名 古屋市立大学教授、委員 20人)
。昭和 60年度     基 本設計

・日イイ和 60年 6月     「 福祉スポーツセンターJ整 備決定

・H召和 61年度     実 施設計

・昭和 62年 7月     建 設着T_(建設 62、63年度)
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・平成 12年 4月 1日   家 族介護者教室の受託

・平成 12年 4月 1日   障 害者生活支援事業の試行

・平成 12年 5月 24日  第 3代理事長として名市屋市助役登内洋人就任
・平成 13年 4月 1日   障 害者生活支援事業の受託

・平成 13年 4月 1目   名 古屋市障害者スポーツセンター事業の受託

・平成 13年 /1月1日   高 次脳機能障害支援モデル事業の開始

・平成 14年 5月 26日  第 4代理事長として名古屋市助役因田義男就任

・平成 14年 6月 1日   第 2代センター長として、名占屋市立大学名誉教授松井宣夫就任

名誉センター長として、永井肇就任

・平成 16年 8月 2日   介 助犬等相談 ・認定事業の開始

・平成 17年 4月 1日   名 古屋市総合 リハビリテーションセンターの指定管理者として市と協定の

締結

・平成 17年 4月 111   高 次脳機能障害支援事業の管理

。平成 17年 6月 1日   第 5代理事長として前名古屋市健康福祉局長木村岡J就任(専任 ・常勤)

。平成 17年 10月 1日  障 害者アフターケア事業開始(西部リハビリテーション事1業所開設)

。平成 18年 10月 1日  第 6代 理事長として前名古屋市シルバー人材センター専務理事小鳴勝就任

(専任 ・常勤)


